
【別表１】高松市屋島競技場利用料及び開館時間・休館日 

 

(１) 主競技場専用使用の場合 

利用時間

 

 

 

利用区分 

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 ＊午前の欄から

全日の欄までに
規定する各使用
時間に連続して

１時間を単位と
して専用利用す
る場合（１時間当

たり） 

午前９時から

午後１時まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後５時から

午後９時まで 

午前９時から

午後５時まで 

午後１時から

午後９時まで 

午前９時から

午後９時まで 

アマチ

ュアス

ポーツ

に利用

する場

合 

入場

料等

を徴

収し

ない

場合 

学校等 
     円 

   9,040 

    円 

   9,040 

     円 

   9,040 

     円 

  13,560 

     円 

  13,560 

     円 

  20,340 

  円

2,820  

学校等以外  18,080   18,080   18,080   27,120   27,120   40,680 5,650  

入場

料等

を徴

収す

る場

合 

学校等 入場料等の最高額の100倍に相当する額 

入場料等の最高

額の30倍に相当

する額 

学校等以外 入場料等の最高額の150倍に相当する額 

入場料等の最高

額の45倍に相当

する額 

アマチ

ュアス

ポーツ

以外に

利用す

る場合 

入場料等を徴収しな

い場合 
27,120 27,120 27,120  40,680 40,680 61,020 8,470 

入場料等を徴収する

場合 
入場料等の最高額の300倍に相当する額 

入場料等の最高

額の90倍に相当

する額 

 

備考 

１ 入場料等を徴収する場合の使用料の額は、当該使用料の額が入場料等を徴収しない場合とみなしてこの

表の規定を適用した場合の使用料の額に満たないときは、この表の規定にかかわらず、当該入場料等を

徴収しない場合の使用料の額とする。 

２ この表、次号の表及び第３号の表において、「学校等」とは、学校（学校教育法第１条に規定する学校

をいう。）、保育所（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条第１項に規定する保育所をいう。）、

認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法

律第77号）第２条第６項に規定する認定こども園をいう。）、競技協会、教育委員会その他教育関係団

体をいう。 

３ 使用時間の１時間未満の端数については、１時間とみなす。 

 

＊ただし、規程した時間（午前９時～午後９時）以外の利用の場合は下記とする。 

 

アマチュアスポーツに

利用する場合 

入場料等を徴収しない場合 学校等 2,820 円 

学校等以外 5,650 円 

入場料等を徴収する場合 学校等 入場料等の最高額の30倍に相当する額 

学校等以外 入場料等の最高額の45倍に相当する額 

アマチュアスポーツ以

外に利用する場合 

入場料等を徴収しない場合 8,470 円 

入場料等を徴収する場合 入場料等の最高額の90倍に相当する額 

 

 

 



(２) 室内競技場専用利用の場合 

 利用時間

 

 

利用区分 

午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日 ＊午前の欄から全日の欄

までに規定する各利用時
間に連続して１時間を単
位として専用利用する場

合（１時間当たり） 
＊上記時間外も同料金と
する。 

午前９時から

午後１時まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後５時から

午後９時まで 

午前９時から

午後５時まで 

午後１時から

午後９時まで 

午前９時から

午後９時まで 

学校等 
   円

1,720 

   円

1,720 

   円

1,720 

   円

2,590 

   円

2,590 

   円

3,880 

    円

540 

学校等以外 3,450 3,450 3,450 5,180 5,180 7,770 1,080 

 

備考 使用時間の１時間未満の端数については、１時間とみなす。 

 

(３) 補助競技場専用使用の場合 

 使用時間

 

 

使用区分 

午前 午後 午前・午後 
＊午前の欄から午前・午後
の欄までに規定する各使

用時間に連続して１時間
を単位として専用使用す
る場合（１時間当たり）

＊上記時間外も同料金と
する。 

午前９時から午後１時ま

で 

午後１時から午後５時ま

で（夏期は午後１時から午

後７時までの間の連続す

る４時間） 

午前９時から午後５時ま

で（夏期は午前９時から午

後７時までの間の連続す

る８時間） 

学校等 
   円

2,220 

   円

2,220 

   円

3,330 

    円

690 

学校等以外 4,440 4,440 6,670 1,390 

 

備考 

１ 「夏期」とは、６月１日から８月３１日までをいう。 

２ 使用時間の１時間未満の端数については、１時間とみなす。 

 

(４) 個人使用の場合【主競技場】 

使用区分 使用単位 使用料 

一般 １人１回 
円

３００ 

生徒・児童 １人１回 １５０ 

高齢者 １人１回 １５０ 

障害者 １人１回 １５０ 

回数券 

一般 １回券１１枚つづり ３，０００ 

生徒・児童 １回券１１枚つづり １，５００ 

高齢者 １回券１１枚つづり １，５００ 

障害者 １回券１１枚つづり １，５００ 

 

 

 

 

 

 

 

 



【室内競技場】 

使用区分 使用単位 使用料 

一般 １人１回 
円

３００ 

生徒・児童 １人１回 １５０ 

高齢者 １人１回 １５０ 

障害者 １人１回 １５０ 

回数券 

一般 １回券１１枚つづり ３，０００ 

生徒・児童 １回券１１枚つづり １，５００ 

高齢者 １回券１１枚つづり １，５００ 

障害者 １回券１１枚つづり １，５００ 

 

【補助競技場】 

使用区分 使用単位 使用料 

一般 １人１回 
円

１００ 

生徒・児童 １人１回 ５０ 

高齢者 １人１回 ５０ 

障害者 １人１回 ５０ 

回数券 

一般 １回券１１枚つづり １，０００ 

生徒・児童 １回券１１枚つづり ５００ 

高齢者 １回券１１枚つづり ５００ 

障害者 １回券１１枚つづり ５００ 

 

備考 

１ ３歳未満の者の使用料は、無料とする。 

２ 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 

３ 「障害者」とは、次に掲げる者をいう。 

(１) 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283 号）第 15 条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受け

ている者 

(２) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者 

(３) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和 25年法律第 123 号）第 45 条第２項の規定により精神

障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

４ 前項に規定する者の介護を行う者の使用料は、無料とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）大型映像装置及び写真判定・放送室、記録室、スタッフルーム使用料 

使用時間 

 

 

使用区分 

午前 午後 午前・午後 ＊午前の欄から午前・午

後の欄までに規定する各
使用時間に連続して１時
間を単位として専用使用

する場合（１時間当たり）   
＊上記時間外も同料金と
する。 

午前９時から 

   午後１時まで 

午後１時から 

   午後５時まで 

午前９時から 

午後５時まで 

大型映像

装置 

アマチュアスポーツに使

用する場合 

   円 

10,020  

 円 

10,020  

円 

15,030  

円 

3,130  

アマチュアスポーツ以外

に使用する場合 
15,030  15,030  22,540  4,690  

写真判定・放送室、記録室 1,720  1,720  2,590  540  

スタッフルーム 1,720  1,720  2,590  540  

 

備考 使用時間の１時間未満の端数については、１時間とみなす。 

 

（６）器具使用料 

区分 

品名 
使用単位 使用料 

陸上競技器具 １式 
円 

９，４６０  

サッカー器具 １式 ２，０５０  

ラグビー器具 １式 ２，０５０  

 

備考 この表に規定する額は、競技場の使用時間の１区分当たりの額とする。ただし、１時間を単位として

競技場を専用使用する場合の使用料は、無料とする。 

 

（７）夜間照明施設使用料 

区分 

種別 
使用料（１時間当たり） 

夜間照明 １，３６０円 

 

備考 使用時間の１時間未満の端数については、１時間とみなす。 

 

（８）会議室使用料 （全室５８㎡） 

室  名 使用料（１時間当たり） 

第１会議室 
円 

３９０  

第２会議室 ３９０  

第３会議室 ３９０  

第４会議室 ３９０  

 

＊主競技場、補助競技場、室内競技場の専用利用の特例処置として同時利用できる会議室は第１～第４会 

議室とする。 

 



備考 

１ 使用者が、営利を目的として使用するとき、又は入場料若しくはこれに類するものを徴収するときの使

用料は、この表に規定する額の３倍の額とする。 

２ 使用時間の１時間未満の端数については、１時間とみなす。 

（９）シャワー使用料 

区分 

種別 
使用単位 使用料 

シャワー １人１回 ２００円 

 

 

 

・開館時間・休館日 

主競技場 
午前９時から午後９時まで 

１２月２９日から翌年の１月３

日まで 

室内競技場 

補助競技場 
午前９時から午後５時まで 

（夏期は午後７時まで） 

写真判定室・放送室・記録室・  

スタッフルーム 
午前９時から午後５時まで 

会議室 午前９時から午後９時まで 

 


